
薬生発0316第 2号

平成28年 3月16日

ζ
A潤
民
椅
綱
、
明

P

伊
マ
ト
ur古

d
T
J
u
a司

…Jj
j
j
M
W

一封一

明

四

一

一

川

叶

h
吋
J

描
ゴ
一
日
以

…

一

「

i

日
間

一

J
g
u
r
一

同

期

村

山
泊衛活生薬医省働労生厚

殿会長日本病院会一般社団法人

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行等について

標記について、別添写しのとおり各都道府県知事、指定都市市長、保健所設置市

長、特別区長及び地方厚生（支）局長あて通知しましたので、その内容について御

了知の上、関係者への周知方よろしく取り計らいいただきますよう、お願いいたし

ます。
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都道府県知事

指定都市市長

各｜保健所設置市長 ｜殿

特別区長

地方厚生（支）局長

③ 薬生発0316第 1号

平成28年 3月 16日

厚生労働省医薬・生活衛生局長

（公印省略）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行等について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」（平成27年法律第50号。以下「改正法Jという。）については、平

成27年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行することとされたところで

あり、これに伴い医薬・生活衛生局所管の毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303

号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）及び医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の一部が改正

されます。

また、改正法の施行に伴い、「毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令j

（平成28年政令第66号。以下「改正政令Jという。）が平成28年 3月16日に公布され、

並びに「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令J（平成28年厚生労

働省令第16号）及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令J（平成28

年厚生労働省令第32号）（以下「改正省令Jと総称する。）がそれぞれ平成28年2月

8日及び同年3月16日に公布され、平成28年4月1日から施行することとされたと

ころです。

これらの改正の趣旨、内容等については下記のとおりですので、御了知の上、貴

管下市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、

その実施に遺漏なきょう、お願いいたします。



‘、

日い

第1 改正の趣旨

改正法、改正政令及び改正省令は、地方分権改革に関する「平成 26年の地方か

らの提案等に関する対応方針Jを踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革を推進することを目的とするものである。

第2 改正法等の内容

1 毒物及び劇物取締法関係

( 1）特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限の移譲

特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限について、主たる研究所の所在地

が指定都市の区域にある場合にあっては、指定都市の長に移譲すること。

なお、これに伴い、特定毒物研究者の許可に関する事務・権限について、主

たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長が有することを法律にお

いて明確化し、あわせて所要の改正を行うこと。

( 2）特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更

特定毒物研究者が都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所

の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、

その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長による許

可を受けたものとみなすこと。

( 3）経過措置

施行前に都道府県知事によりされた特定毒物研究者の許可等又は都道府県知

事に対してされている許可等の申請等は、施行後は、指定都市の長によりされ

た許可等又は指定都市の長に対してされた許可等の申請とみなすこと。

施行前に都道府県知事に対してしなければならない特定毒物研究者の氏名等

の変更等の届出等で、施行目前にその届出等がされていないものについては、

施行後は、指定都市の長に対してその届出等がされていないものとみなして、

改正後の規定を適用すること。

2 麻薬及び向精神薬取締法関係

( 1 ）麻薬取扱者の免許の有，効期間の延長

麻薬取扱者免許の有効期間は、最長 2年（免許の日からその日の属する年の

翌年の 12月 31日まで）となっているが、都道府県の事務負担を軽減するため、

この有効期間を最長 3年へ延長すること。

( 2）麻薬小売業者間で、の麻薬の譲渡しの許可等に係る事務・権限の移譲

医療用麻薬に係る麻薬小売業者間の譲受・譲渡許可については、現在厚生労

働大臣（地方厚生（支）局長）が行っているが、手続の簡略化により医療用麻
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薬の在宅医療等での利用推進を図るため、当該権限を都道府県知事へ移譲する

こと。

あわせて、手続の簡略化のため、医療用麻薬に係る麻薬小売業者聞の譲受・

譲渡許可について、申請書への免許証の番号及び免許年月日の記載を不要にす

ること。

( 3 ）麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可の有効期間の延長

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可の有効期間は、最長1年（免許の日

からその日の属する年の 12月 31日まで）となっているが、都道府県の事務負

担を軽減するため、この有効期間を最長 3年へ延長すること。

( 4）麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に係る軽易な変更届出制度の創設

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可について、共同申請者を追加する場

合の軽易な変更届出制度を創設すること。

( 5）経過措置

施行前に厚生労働大臣によりされた麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可

又は厚生労働大臣に対してされている許可の申請等は、施行後は、都道府県知

事によりされた許可等又は都道府県知事に対してされた許可等の申請とみなす

こと。

また、麻薬取扱者の免許の有効期間及び麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しに

ついては、今般の改正にかかわらず既に与えられた許可の有効期間の満了をも

って失効することとすること。

3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係

( 1 ）高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可に係る事務・権限の移譲

高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可について、保健所設置市及び特

別区に移譲すること。

( 2）経過措置

施行前に都道府県知事によりされた高度管理医療機器等営業所管理者の兼務

許可又は都道府県知事に対してされている許可の申請は、施行後は、保健所設

置市の長又は特別区の長によりされた許可又は都道府県知事に対してされた許

可の申請とみなすこと。

第3 既存の通知等の取扱いについて

既存の通知等については、 J.jlj途の通知等が発出されない限り、改正法等の内容

に合わせて、「地方厚生局」を「都道府県知事」、「都道府県知事Jを「指定都市の

長」等と読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引き続き適用されるもの

であること。

以上

円。
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・園地温盃垣島正魁主主国山~I
平成 2 7 年 6 月
内閣即断分権改革推進室

平成27年6月19日成立
平成27年6月26日公布

i第5次地方分権一括法

平成26年から新たに導入した「提案募集方式」における地方公共団体等からの提案等
を踏まえた「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成27年1月30日閣

議決定）に基づき、固から地方公共団体文は都道府県から指定都市への事務・権限
の移譲等について、関係法律の整備を行うもの。 〔19法律を一括改正〕

（参考）
・第1次地方分権一括法（H23.4成立）一義務付け・枠付けの見直し

－第Z次地方分権一括法（H23.8成立）一都道府県から市町村への事務・権限の移譲及び義務付け・枠付けの見直し
・第3次地方分権一括法（H25.6成立）一都道府県から市町村への事務・権限の移譲及び義務付け・枠付けの見直し
・第4次地方分権一括法（H26.5成立）一国から地方公共団体又lま都道府県から指定都市への事務・権限の移譲

厄点示会7
F元通j宍白河事務権限の移譲？一 一間一一
I A固から地方公共菌体 B都道府県から指定都市等

－農地の総量確保のための仕組みの充
；実及び農地転用許可の権限移譲等

業者聞の譲渡

2・指定都市立特別支援学校の設置等
に係る都道府県の認可

；・火薬類の製造許可等

,ia II 義務付け・枠付けの見直し等 l
－建築審査会委員の任期の条例委任

汁 I•農林業等活性化基盤整備計画を定め
る際の市町村から都道府県に対する

山同意協議に係る同意の一部廃止
I E・保育所型認定こども園に係る認定の

有効期間の廃止



｜ 改正漉律一覧（1織律※）満期言問執務長問(19法律※） ※「麻薬及び向精神薬取締法此国から地方公共団体への事務調
権限の移譲等と義務付け・枠付けの見直し等に重複

－権限の移譲等（12法律）

ドムムー
［麻薬及び向精神薬取締法〕

O麻薬小売業者間

係る許可を都道府

L量盤遺ユ

(t tこ

は［農業臨時白域の整備に関する浩組

九【3頁参照】

t〔中小企業新事業活動促進法〕

O特定新規中小企

われたことの確
移譲

まが行
守県に

B都道府県から指定都市等

〔学校教育法〕

0指定都市立特別支援学校の設置

等認可を指定都市に移譲

［毒物及び劇物！！＆締法］

0特定毒物研究者の許可等を指定

都市に移譲

[ I実率品 護軍蓋1

0高度管理医療機器等営業所管理

者の兼務許可を保健所設置市・特

別区に移譲
ー

［中小企業経営承継円滑化法〕

［租税特別措置法〕

O事業承継の支援

等を都道府県に移

O〔火火薬薬類類取の締製法造〕許可等を指定都市に iI 

〔特定特殊自動車排出ガス規制法〕

O使用者に対する技

令等を都道府県に

2~，一一一一

i定 a

討

移譲

〔高圧ガス保安法〕

0高圧ガスの製造許可等を指定都市

に移譲

I II 義務付け・枠付けの晃車し等
(8法律）

0精神医療審査会委員の任期を、3年
を上限に条例で規定可能に

［麻薬及び向精神薬取締法］※

0麻薬取扱者免許の有効期間を最長2
年から3年に延長

〔認定こども園法〕

0保育所型認定こども園に係る認定の

有効期間の廃止

〔特定農山村法〕

0基盤整備計画に係る知事同意協議

（一部）の協議への見直し

〔採石法〕

〔砂利採取法〕

0事業者の登録拒否等の要件等に暴

力団員等を追加

〔建築基準法〕

0市町村の建築主事の設置に係る知事

同意協議の協議への見直し

0建築審査会委員の任期の条例委任

［都市計画法〕

0区域区分に関する都市計画決定に係る

農林水産大臣協議の対象範囲の見直し
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の
二
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
主
た
る
研
究

所
の
所
在
地
が
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
六
条
の
二
及
び
第
十
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
者
は
、
」

の
下
に
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
を
加
え
る
。

F。



第
十
条
第
二
項
中
二
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、

「
以
内
に
、
」

の
下
に
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の

」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
三
中
「
‘

そ
の
店
舗
」
を
「
そ
の
店
舗
」

「
、
市
長
」
を
「
市
長
」
に
、

「
。
第
十
七
条
第
二
項
」
を

定
都
市
の
長
と
す
る
。
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
四
項
」
に
、

「
と
し
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
指

「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
で
指
定
都
市
の
長
」
を

「
処
分
」

の
下
に
「
（
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
は
、

同
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

3 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
毒
物
若
し
く
は
」
を
「
毒
物
又
は
」
に
、

文
は
特
定
毒
物
使
用
者
に
」
を
「
に
あ
っ
て
は
そ

の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
指
定
都
市
の
長
）
に
、
特
定
毒
物
使
用
者
に
」
に
改
め
、
「
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
、
」

の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ

」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
四
項
中

そ
の
店
舗
」
を
「
そ
の
店
舗
」
に

「
第
二
十
三
条
の
一
ニ
」
と
あ
る
の
は
ご
を
「
と
し
、

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
指
定
都
市
の

長
と
す
る
。
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
＝
ご
と
あ
る
の
は
つ
第
十
七
条
第
二
項
及
び
」

に
改
め

「
第
十
九
条
第
三
項
」
と
」

の
下
に
「

「
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
の
行
う
」
と
」
を

加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
玉
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
三
号
中
「
第
五
項
で
」
を
「
第
五
項
に
お
い
て
」

に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
第
五
項
で
」
を
「
第
五
項

に
お
い
て
」
に
改
め

「
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五
項
で
」
を
「
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第
五
項
に
お
い
て
」
に

「
立
入
」
を
「
立
入
り
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
同
条
第
四
項
で
」
を
「
同
条
第
四
項
に
お

い
て
」

同
条
第
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
）

に
改
め
、

に
改
め
る
。

斜
回
出
司

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
王
す
る
。

第
五
条
中
「
翌
年
」
を
「
翌
々
年
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
十
一
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
項
」
に

「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

ω 



応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
に

「
場
合
に
は
」
を
「
と
き
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合

都
道
府
県
知
事

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

10 

前
各
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
競
り
渡
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
た
だ
し
、
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第
二
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
二
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
九
条

」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
区
長
。
」

の
下
に
「
次
条
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
」

に
改
め
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

6 -

第

章

農
林
水
産
省
関
係

（
農
地
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
農
地
文
は
採
草
放
牧
地

.，，，‘ 



四

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
。

五

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
。

六

第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
。

七

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
と
き
。

)¥ 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
（
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
し
た

シ」札去、。

附

見Jj
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九

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
。

（
施
行
期
日
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
六
条
、
第
八
条
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
＝
一
条
の
ニ
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限

る
。
）
、
第
九
条
（
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四

条
第
八
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
（
採
石
法
第
三
十
三
条
の
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
に
限

る
。
）
及
び
第
十
七
条
（
建
築
基
準
法
第
八
十
条
を
削
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
条
の
二
を
同
法
第
八
十
条
と
す
る
改

正
規
定
、
同
法
第
八
十
条
の
三
を
同
法
第
八
十
条
の
こ
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
八
十
三
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。

）
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日

第
十
一
条
（
採
石
法
第
三
十
三
条
の
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
十
四
条
の
規
定

公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

第
十
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
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四

第
十
三
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
九
条
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）

別
表
第
一
租
税
特
別
措
霞
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

の
項
第
一
号
の
改
正
規
定
に
限
る

。
）
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

五

第
十
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定

平
成
三
十
年
四
月
一
日

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第

条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て

ι，.， 



い
る
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
）

の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
に

係
る
認
可
の
申
請
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な

す
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第

条

こ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
取
扱
者
の
免
許
を
受

け
て
い
る
者
の
当
該
免
許
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
目
前
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
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（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
法
第
五
条
第
一
項
の

有
効
期
聞
が
定
め
ら
れ
た
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
保
育
所
」
と
い
う
。
）

に
係
る
認
定
（
同
日
に
お
い
て
有
効
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

岡
田
に
お
い
て
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
有
効
期
間
の
定
め
が
な
い
保
育
所
に
係
る
認
定
と
み
な
す
。

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

都
道
府
県
知
事
が
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
新
経
営
承
継
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
新
経

営
承
継
円
滑
化
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
目
前
に
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
が
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
条
の
七
第
三
十
一
項
又

む
。
）

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
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は
第
七
十
条
の
七
の
二
第
三
十
一
項
（
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
四
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
確
定
に
係
る
事
実
に
関
し
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
、
確
認
、
報
告
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当

該
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

か
つ
、

同
日
前
に
旧
租
税
特
別
措
置
法
関
係
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、

同
日
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
当
該
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
新
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
条
の
七
第
三
十
一
項

又
は
第
七
十
条
の
七
の
二
第
三
十
一
項
（
新
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
四
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

国



含
む
ロ
）

の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）

文
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
王
前
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
請
等
の
行
為

」
と
い
う
ロ
）

で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
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な
る
も
の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
附
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
定
め
る
も
の
を
除

き

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

2 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に

対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
附
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
を
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団

体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）

は
、
政
令
で
定
め
る
。
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第
八
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）

の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
都
道
府
県
」

を
「
都
道
府

県
等
」
に

「
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
へ
ク
9
l
ル
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
都
道
府
県
」
を
「
都
道

府
県
等
」
に
改
め
、

同
表
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）

の
項
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「

ー、』



地
域
の
自
主
性
且
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
世
草
の
推
進
を
回
る
た
め
の
間
部
法
律
の
盤
情
に
闘
す
る
桂
律

新
旧
対
照
条
γ
府
目
次

ー

0101010 0 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
樟
第
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
部
）

輔
神
保
障
且
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
樟
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
｝
（
第
二
条
閲
樟
｝

割
釧
刻
叫
刷
倒
刷
制
崩
J
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
｝

刷
剰
剥
的
吋
器
剰
刺
制
対
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
抄
｝
｛
第
四
条
関
係
｝

刷
新
引
回
剣
割
割
引
開
討
割
割
刻
創
倒
叫
剖
例
制
叫
岡
村
量
得
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
王
号
）
（
抄
）

（
第
五
条
関
部
）

就
学
前
町
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
組
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
佳
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
ヒ
号
｝
（
捗
｝

（
第
六
条
関
係
｝

農
地
法
（
昭
和
二
十
じ
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
（
捗
｝
（
第
七
条
間
保
）

農
業
振
興
地
場
の
整
備
に
閲
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
抄
｝
（
第
八
条
関
保
）

特
定
奥
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
｛
平
成
五
年
法
律
第
じ
十
二
号
〉
（
捗
｝

｛
第
九
条
関
係
｝
・

火
車
類
取
締
法
（
昭
和
三
十
王
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
｝
（
第
十
条
関
係
）

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
岡
部
｝

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
（
抄
）
（
第
＋
二
条
間
部
｝

程
税
特
別
措
置
法
〔
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
｝
（
抄
）
（
第
十
三
条
聞
係
）

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
悼
第
七
十
四
号
）
｛
抄
｝
（
第
＋
四
条
関
係
）

中
小
企
業
町
新
た
な
事
業
活
動
の
担
進
に
関
す
る
桂
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
十
五
条
関
毘
）

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
椅
化
に
関
す
る
法
樟
｛
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
｝
（
抄
）
（
第
半
六
条
関
係
）

建
聾
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
｝
（
抄
）
（
第
十
じ
条
関
係
｝

都
市
計
画
怯
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
｛
抄
）
（
第
十
八
条
関
係
）

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
四
課
制
等
に
闘
す
る
法
律
（
平
成
十
じ
年
訟
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
十
九
条
関
晶
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
じ
号
）
（
抄
）
〈
附
則
第
九
条
聞
係
）

。0 0 0 00000000000  

"" 
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｛
回
収
等
の
命
令
）

第
十
五
条
由
三
都
道
府
県
知
事
〔
毒
物
又
は
刷
物
の
盟
売
業
に
あ
っ
て
は
剖
叫
崩
制
一
第
十
五
条
の
三
都
道
府
県
知
事
（
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
に
あ
っ
て
は
1
引
叫
刷

の
所
在
地
が
保
憧
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
鮒
の
所
在
地
が
保
障
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

制
副
主
は
区
長
剖
U
1制
劃
朝
捌
剣
剖
同
制
叶
叫
削
剖
叫
卦
剖
剖
剖
剣
剖
叫
剖
剖
は
」
山
間
又
は
区
長
オ
創
刊
剖
剣
剣
斗
朝
及
び
第
二
十
三
条
の
三
に
お
い
て
同
日

制
刑
制
剤
刺
耐
叫
困
欄
吋
州
制
捌
創
叫
対
川
引
削
樹
矧
樹
耐
叫
副
叶
利
引
1
剣
刊
叫
）
は
、
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
矧
剖
引
毒
物
若
し
く
は
劇
物
又

斜

笥

司

J
罰
則
剣
剣
剛
司
及
び
第
二
十
三
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
巴
）
は
、
毒
は
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
駒
の
廃
棄
の
方
法
が
前
条
町
政
令

物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
町
制
引
毒
物
若
し
く
は
劇
物
又
は
第
十
一
条
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
こ
れ
を
放
置
し
て
は
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
つ
い

第
二
項
に
揖
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
の
廃
棄
の
方
法
が
前
条
町
政
令
で
定
め
る
基
て
保
惜
衛
生
上
の
抱
害
嗣
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者

準
に
適
合
せ
ず
、
こ
れ
を
肱
置
し
て
は
不
特
定
文
は
多
数
の
者
に
つ
い
て
保
障
衛
生
に
対
し
、
当
龍
廃
棄
物
の
回
収
又
は
毒
性
の
除
去
そ
の
也
保
瞳
衛
生
上
田
危
害
を
防

上
の
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

O

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）

抄

（
第
三
条
関
係
｝

改

正

東

第
三
条
町
二
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
学
術
研
究
の
た
め
特
定
毒
物
を

製
造
し
若
し
く
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
そ
の
主
た
る
萌
究
所
の
所

制
調
制
剖
刷
刑
制
判

4a到
剖
剖
割
刑
制
捌
割
削
吋
到
割
判

d
刻

斗
刊
コ
刑
制
樹
剣
司
副
叶
司
司
朝
寸
刻
叫
品
当
調
倒
創
剖
吋
ベ
刻

下

」

と

1v
ぅ
。
）
の
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
長

叶
剣
対
剣
叫
員
叫
剣
刊
剣
割
」
司
司
副
凶

4の
許
可
を
畳
け
た
者
（
以

下
叶
特
定
毒
物
研
究
者
」
と
い
う
．
〉
で
な
け
れ
ば
、
特
定
毒
物
を
製
造
し
て
は
な

ら
な
い
．

2
3
U
 
（略）

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
）

第
六
条
町
二
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
畳
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
刷
封
た
る
酬

矧
珂
叫
剖
剖
柑
叫
都
道
府
県
知
事
に
申
請
書
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（略）

2 ． 
3 （届出）

第
十
条

2

特
定
毒
物
研
究
者
は
．
次
の
各
号
の
川
引
判
制
凶
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
十
日

以
内
に
、
引
叫
封
剖
引
捌
矧
阿
叫
剖
剖
叫
叫
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な

（路）

け
れ
ば
な
ら
な
い
自

（略）

3 

（略）

該
廃
棄
物
の
回
収
又
は
毒
性
の
除
去
そ
の
他
保
憧
衛
生
上
町
危
害
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
＆
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
畳
揖
の
取
消
等
｝

第
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
主
は
輸
入
業
の
畳
轄
を
歪

け
て
い
る
者
に
つ
い
て
．
都
道
府
県
知
事
（
販
売
業
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
憧
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
匡
壊
に
あ
る
錫
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第

三
項
に
お
い
て
閉
じ
。
）
は
、
眠
売
業
の
畳
揖
を
畳
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
者
町
有
す
る
世
備
が
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

（
傍
離
部
分
は
改
正
部
分
｝

現

行

-4・

第
三
条
町
二
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
学
術
研
究
の
た
め
特
定
毒
物
を

製
造
し
、
若
し
く
は
住
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
・
と
し
て
制
組
刷
刺
制
割
引
の
許
可
を

畳
け
た
者
｛
以
下
「
特
定
毒
物
研
究
者
」
と
い
う
・
｝
で
な
け
れ
ば
、
特
定
毒
物
を

製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
5
H
 
（略）

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
）

第
六
条
町
二
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
畳
け
よ
う
と
す
る
者
位
、
都
量
府
県
知
事

に
申
請
書
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

2 

3 

（略｝

（届出〉

第
十
条

（略｝

2
特
定
毒
物
軒
究
者
は
、
次
の
各
号
の
斗
叶
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
十
日
以
内
に

司
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-s -

（時）

3 

（略｝

（
回
収
等
の
命
令
）

（
畳
最
の
取
摘
等
）

第
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毒
物
互
は
劇
物
の
製
造
業
主
は
輸
入
業
の
登
掃
を
畳

け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
（
販
売
業
の
店
舗
の
所
在
地
が
県
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
巨
の
区
暗
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
匡
長
。
第

三
項
別
訓
剖
制
司
叫
に
お
い
て
同
じ
．
）
位
、
販
売
業
の
登
障
を
受
け
て
い
る
者
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
有
す
る
設
備
が
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で

ε。



に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
聞
を
定
め
て
、
そ
の
設
惜
を

同
条
町
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
扮
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
1
5
 
（時）

6 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
黒
急
時
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
、
指
定
都
市
町
長
、
保
障
所
を
設
置
す
る
市
町
市
長
文
は
特
別
区
町
区
長
に

対
し
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
揖
定
に
基
づ
く
処
分
」
樹
創
制
制
叫
剤
叫
矧
叫

g
J判
明

君

叫

司

付

制

割

で
き
る
．

る

「
を
行
う
よ
う
指
示
を
す
る
こ
と
が

（
聴
聞
等
の
方
法
の
特
倒
｝

第
二
十
条

｛時）

2 

厚
生
労
働
大
匡
又
は
都
道
府
県
知
事
、
桐
掴
剤
耐
の
長
、
保
韓
所
を
世
置
す
る
市

町
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
畳
障
の
取
摘
し

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
劇
物
取
担
責
怪
者
の
密
更
命
令
瓦
は
同
条
第
四

項
の
親
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
（
止
項
に
お
い
て
「
畳
韻
の
取
情
処
分
等
」
と
い

う
．
｝
に
障
る
行
政
手
続
陸
軍
十
五
条
第
二
恨
の
通
知
を
し
た
と
き
は
．
聴
聞
の
期

日
且
び
揖
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

B

3 

（略｝

〔
畳
揖
が
失
劫
し
た
場
合
等
の
措
置
）

第
二
十
一
条
毒
物
劇
物
官
業
者
、
特
定
毒
物
研
究
者
又
は
特
定
毒
物
使
用
者
は
、
そ

の
営
業
の
畳
埠
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
が
劫
カ
を
失
い
、
又
は
特
定
欝

物
住
用
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
十
五
日
以
内
に
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者

又
は
輸
入
業
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
謝
制
刻
凶
劇
物
の
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
店
舗
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
同
制
寸
寸
同
訓
叫
討
対
引
制
矧
岡

叫
珂
剖
刷
叫
剖
剖
刷
刑
制
判
刻
叫
剖
剖
引
捌
矧
到
叫
珂
剖
刷
刑
制
剤
剖
制
叫
凶
樹

叫
刻
刻
捌
剣
叫
判
川
叫
則
サ
剖
組
制
刑
叫
副
叶
吋
叶
刷
出
制
制
倒
刷
剖
叫
あ
っ
て
は

都
道
府
県
知
事
に
、
剖
利
引
制
現
に
所
有
す
る
特
定
毒
物
の
品
名
且
び
数
量
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
1
4
 
時

（
業
務
上
取
担
者
の
届
出
等
）

第
二
十
三
条

9

u

q

 

時
） 

（略｝

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
の

三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
第
－
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
十
九
条
第
三

項
且
び
第
六
項
の
担
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
粂
に
お
い
て
閉
じ
．
）
に
つ
い
て
準
用
す
る

B

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
七
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
叶
都
道
府
県
知
事
｛
そ
の

事
業
場
的
所
在
地
が
保
随
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
に
」
と
、
第
十
五
条
町
三
中
「
血
骨
物
又
は
劇
物
の
販
売

業
に
あ
っ
て
は
そ
の
店
舗
」
と
あ
る
の
は
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
古
b
E
）
の
事
謹
編
」
と
‘
「
と
し
、
特
定
毒
物
研

刻
剥
同
制
叶
叶
凶
引
叫
割
削
剖
捌
剣
剤
耐
剖
剖
制
利
樹
創
制
柑
叫
凶
捌
同
制
剖
樹
創

4 

定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
相
当
の
期
聞
を
定
め
て
、

そ
の
設
惜
を
同
条
町
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
離
に
適
合
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
．

2
1
5
 
｛賂｝

6 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
車
急
時
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
輯
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
、
保
随
所
を
設
置
す
る
市
町
市
長
又
は
特
別
区
町
区
長
に
対
し
、
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
〈
処
分
を
行
う
よ
う
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
聴
聞
等
の
方
法
の
特
例
）

第
二
十
条

｛略）

厚
生
労
働
大
臣
瓦
は
都
道
府
県
知
事
保
瞳
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は

特
別
区
の
区
長
は
、
前
条
第
二
項
の
親
定
に
よ
る
登
晶
の
取
摘
し
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
毒
物
刷
物
取
扱
責
桂
者
の
蜜
豆
命
令
文
は
同
条
第
四
項
の
盟
定
に
よ
る

許
可
の
取
消
し
（
次
項
に
お
い
て
「
畳
揮
の
取
梢
処
分
等
」
と
い
う
．
｝
に
係
る
行

政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
町
通
知
を
し
た
と
き
は
、
聴
聞
の
期
日
及
び
揖
所
を
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

2 3 

略
） 

（
畳
時
が
失
劫
し
た
場
合
等
の
措
置
｝

第
二
十
一
条
毒
物
劇
物
営
業
者
、
特
定
毒
物
研
究
者
又
は
特
定
毒
物
使
用
者
は
、
そ

の
営
業
の
登
睦
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
町
野
可
が
劫
カ
を
失
い
、
ヱ
は
特
定
茸

物
使
用
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
十
五
日
以
内
に
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者

又
は
輸
入
業
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業
扇
町
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
剖
刻
刻
u
d削
劇
物
町
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
店

舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
特
定
毒
物
研
究
者
刻
削
剰
創
剖
制
倒
刷
剥
叫
あ

っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
、
現
に
所
有
す
る
特
定
毒
物
の
品
名
及
び
数
量
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

2
1
4
 
（時）

（
業
務
上
取
担
者
の
届
出
等
｝

第
二
十
二
条

（陪）

（略〕

4
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
掃
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
の

＝τ
第
十
六
条
町
二
、
第
十
じ
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
十
九
条
第
三

項
及
び
第
六
伺
恨
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
第
二
項
に
親
定
す
る
者
を
古

む
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
巳
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
じ
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の

事
業
場
の
所
在
地
が
保
瞳
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
匡
躍
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
｝
に
」
と
、
描
十
五
条
の
三
中
「
毒
物
又
は
劇
物
円
販
売

業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
一
項
に
揖
定
す
る
者

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
吉
む

J
の
事
業
塑
と
、

i

割
，
司
司
副
叫
ヨ

叶
叫
剖
司
剛
吋
↓
第
十
九
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．

2 

3 

一Cコ

6 -7-



に
制
判
対
同
指
定
都
市
町
長
と
す
る
副
第
｜
十
｜
剖
劃
劃
コ
割
叶
剣
刑
判
家
第
四
項
及
叫

矧
コ
計
詞
叫
弓
叶
制
剖
叫
叫
寸
創
刊
叫
刻
到
斗
剖
射
訓
第
十
九
条
第
三
項
」

と

J
刻
州
制
制
覇
剖
剣
剖
割
引
割
削
叫
寸
叫
制
斗
叫
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
．

5
1
7
 
（時）

｛
事
事
の
巨
分
）

第
二
十
三
条
町
五
第
四
条
第
二
項
｛
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
｝
、
第
七
条
第
三
項
（
製
造
業
者
又
は
柚
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
十
条
第
一
項
（
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
及
び
揮
二
十

一
条
第
一
項
（
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
同
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
古
b
．
｝
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
審
は
、
地
方
自
拍
怯
第
二
粂
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

一
号
法
定
呈
託
事
務
と
す
る
e

第
二
十
五
条

担
す
る
・

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
語
当
す
る
者
位
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

の

（略｝

三
第
十
六
条
町
二
〔
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
創
到
明
同
制
州
制
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者

回
一
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

矧
到
胡
叫
利
川
廿
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
｝
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
、

都
道
府
県
知
事
1
剖
射
訓
刑
叫
長
、
保
障
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
文
は
特
別
区

の
区
長
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
車
曲
の
報
告
を
し
た
者

五
第
十
七
条
第
一
頃
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

矧
到
到
叫
胡
川
寸
箪
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
町
龍
定
に
よ
る
掛
川
川
、
検
査
、

質
問
又
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

六
第
二
十
一
条
第
一
項
（
剛
剣
剣
剛
割
削
判
川
引
準
用
す
る
場
合
を
吉
む
。
）
の

現
定
に
違
反
し
た
者

七
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
叫
矧
創
叫
利
引
届
出
を
怠
り
、
又
は
虚

惜
の
届
出
を
し
た
者

ロd
E
B
マ『

略

8 

（
事
事
の
区
分
〉

第
二
十
三
条
の
王
第
四
条
第
二
項
〔
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
常
用
す
る
場
合
を
古

む
e

）
、
第
七
条
第
三
項
（
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
．
｝
‘

第
十
条
第
一
項
（
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
匝
る
部
分
に
眼
る
．
）
及
び
第
二
十

一
条
第
一
項
（
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
悟
る
師
分
に
限
る
も
の
と
し
、
同
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
宮
b
．
）
の
理
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
審
は
、
地
方
自
措
法
」
咽
到
司
コ
例
制
倒
矧
対
叶
剖
剥

第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
畳
託
事
務
と
す
る
。

第
二
十
五
条

担
す
る
．

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
町
罰
金
に

了
、
，
ニ
の
二
｛
賂
）

＝
一
第
十
六
条
の
ニ
（
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
掃
五
項
で
単
用
す
る
場
合
を
古
む

。
｝
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
揖
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

矧
到
剖
叫
準
用
す
る
場
合
を
吉
b
．
〉
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府

県
知
事
、
保
障
所
を
置
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
医
長
田
要
求
が
あ
っ
た

相
場
合
に
、
報
告
を
せ
ず
、
ヱ
は
車
偽
の
報
告
を
し
た
者

玉
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

矧
到
胡
叶
準
用
す
る
渇
告
を
含
b
．
）
の
規
定
に
よ
る
訓
刈
、
検
査
、
質
問
又
は

収
去
を
拒
み
、
前
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

六
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
四
割
矧
準
用
す
る
場
合
を
吉
む
．
）
の
担
定
に

違
反
し
た
者

じ

第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
凶
樹
周
制
る
届
出
を
息
り
、
又
は
畠
情

の
届
出
を
し
た
者

9-' 
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。
麻
薬
且
び
向
精
神
葺
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
樟
第
十
四
号
）

（
樟
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（抄）

（第四条関係）

第

条用語

規定のは ｛略） （時） 十二月 級者障藁取 有効期の間
〔時） 定義即

霊姫方せ Z労働大臣 ー士喜の
改

正

東

項 そら

項主第は田 の町日

規定のは 属す

適 年る

! ;!!r H~ !I ；主 ~I~ 自! 車5有1; 車ir! こiのき定

現

i ! Ii；。 j行

1 I II i 

に
違
反
し
て
空
僻
さ
れ
た
も
の
を
除
く
．
）
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者
に
麻
車
を
龍
一
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
．
）
を
所
持
す
る
者
以
外
的
者
に
麻
裏
を
蘭

り

聾

し

て

は

な

ら

な

い

。

一

り

控

し

て

は

な

ら

な

い

。

凶
耐
剖
刊
の
規
定
は
、
制
州
制
引
叫
捌
例
剖
捌
倒
叫
困
対
叫
刷
司
当
銅
剣
剖
凶
創
凶
叫
一
川
制
制
胡
の
親
定
は
、
周
到
矧
倒
対
闘
の
許
可
を
畳
け
て
臨
り
症
す
樹
倒
叫
閥
、
適

引
判
引
の
許
可
を
呈
け
て
語
り
世
す
剖
剖
凶
‘
適
用
し
な
い
．
用
し
な
い
。

一
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
藁
小
売
業
者
に
麻
聾
を
蘭
り
置
す
場
合

知
事

ゴ
制
剖
叫
捌
川
副
捌
創
凶
州
叫
樹
創

都
逝
刷
用

出
矧
制
剤
固

｛
証
艇
に
よ
る
封
か
ん

（
証
紙
に
よ
る
封
か
ん
）

第
三
十
条

（時）

第
三
十
条

時
） 

（賂｝

2 

3 

（時）

2 

3 前
三
項
の
規
定
は
、
捕
二
十
四
条
第
判
明
刻
は
第
－
刻
現
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

畳
け
て
麻
薬
を
譲
り
控
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

4 

前
三
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
畳
け
て
麻
薬

を
韻
り
控
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
．

4 

〔
容
器
及
び
世
包
の
記
載
）

（
容
器
及
び
披
包
の
記
載
）

構
聾
営
業
者
（
麻
葉
小
売
業
者
を
除
く
．
）
は
、
そ
の
容
器
及
び
容
器

の
直
接
の
甑
包
に
「
⑮
の
記
号
及
び
問
掲
げ
る
事
項
が
記
龍
さ
れ
て
い
る
府
高

以
外
の
麻
車
を
輯
り
控
し
て
は
な
ら
な
い
。
叫
叶
U
1割
」
叶
困
剣
剣
刊
剖
刊
の
揖
定

に
よ
る
許
可
を
呈
け
て
麻
薬
を
韻
り
躍
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．

第
三
十
一
条

麻
薬
営
業
者
（
府
軍
小
売
業
者
を
除
〈
。
）
は
、
そ
の
容
器
及
び
容
器

由
直
接
の
被
包
に
「
⑮
の
記
号
及
び
司
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
麻
薬

以
外
の
麻
薬
を
韻
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
叫
叶
，
斜
つ
叶
叫
剣
創
刊
↓
到
の
揖
定

に
よ
る
許
可
を
畳
け
て
府
高
を
語
り
躍
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
一
条

堕

（時｝

〔
読
畳
証
及
び
額
控
証
）

（
韻
畳
証
及
び
詰
世
証
）

麻
薬
営
業
者
〈
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
．
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
｝
は

第
三
十
三
条

第
三
十
二
条

麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
陣
く
．
止
垣
に
お
い
て
同
じ
．
）
は

－ 
F。
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〔
事
轄
の
区
分
泊

第
六
十
二
条
町
二
銅
コ
引
四
車
第
－
引
＝
羽
川
雪
号
に
係
る
部
分
に
困
る

J
、
刷
用
一
第
六
十
一
一
条
町
ニ
銅
斗
刊
叫
刻
、
璽
二
十
五
条
、
警
干
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項

ゴ
什
刈
斜
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
揖
定
を
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
吉
b
．
）
、
第
四
十

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
吉
む
。
）
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
条
の
ニ
＋
二
、
第
五
十
条
町
二
十
四
第
二
項

条
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
十
二
、
第
五
十
条
の
二
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
及
び
第
三
項
、
第
五
十
条
町
三
十
三
、
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、

十
条
の
三
十
三
、
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
条
の
三
十
九
揮
宜
十
条
の
三
十
九
、
第
五
十
八
条
町
二
か
ら
露
五
十
八
条
の
五
ま
で
、
第
五
十
八

、
第
五
十
八
条
の
こ
か
ら
第
五
十
八
条
目
玉
ま
で
、
第
五
十
八
条
町
六
第
一
項
、
第
条
町
六
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
、
同

四
項
、
第
五
項
及
び
軍
人
項
、
第
五
＋
八
条
町
八
第
一
項
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
揖
定
を
第
五
十
八
条
の
九
第
二
項
に
お
い

項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
町
九
第
二
項
に
お
い
て
潜
用
す
る
場
合
を
て
準
用
す
る
場
合
を
吉
む
．
）
、
第
五
十
八
条
の
十
一
、
簡
五
十
八
条
の
十
二
並
び

含
む
。
）
、
第
五
十
八
条
町
十
一
、
第
五
十
八
条
円
十
二
並
び
に
第
五
十
八
条
の
十
に
第
五
十
八
条
の
十
六
の
盟
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

六
の
歳
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
由
事
輯
は
、
地
方
自
治
怯
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一

世
（
昭
和
二
十
二
年
世
律
第
六
十
じ
号
｝
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
盟
定
す
る
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
呈
託
事
務
と
す
る
．

号
法
定
畳
託
事
曹
と
す
る
．

、
麻
車
を
語
り
渡
す
場
合
に
位
、
輯
畳
人
か
ら
繭
畳
人
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
槙
畳
証
の
交
付
を
畳
け
た
桂
、
又
は
こ
れ
と
引
換
え
一
で
な

け
れ
ば
、
麻
薬
を
吏
付
し
て
は
な
ら
ず
、
か
っ
、
府
軍
を
交
付
す
る
と
き
は
、
同
時

に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
龍
控
涯
を
麻
藁
の
輯
畳
人

に
吏
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、
矧
コ
叶
副
剣
創
刊
朝
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
畳
け
て
麻
藁
を
龍
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
眠
り
で
な
い
．

2 

3 

｛時｝

（
事
轄
の
区
分
）

、
麻
薬
を
韻
り
世
す
揖
合
に
は
、
誼
聖
人
か
ら
誼
聖
人
が
車
生
労
骨
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
？
議
畳
程
の
交
付
を
畳
け
た
桂
、
ー
は
こ
れ
と
引
控
え
で
な

け
れ
ば
、
麻
車
を
交
付
も
て
は
な
ら
ず
、
か
っ
、
府
軍
を
交
付
す
る
と
き
は
、
同
時

に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
罰
法
証
を
府
軍
の
謹
呈
人

に
空
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
畳
け
て
府
軍
を
龍
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．

2 

3 

（略）

12 
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。
医
車
晶
、
医
療
機
器
等
の
品
質
．
有
劫
性
且
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
怯
樟
（
昭
和
一
－
一
十
五
年
睦
律
第
百
四
十
五
号
｝

（
第
王
条
関
係
）

担P

※ 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
｝

「
現
行
」
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
聞
係
法
律
の
盤
情
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
＋
四
号
｝
第
三
十
一

条による改正接のもの

一四、粂第事宿に第三るも 襲費医品 る。 訴営業ご の

改

正

HiH きiの

東

七の揮半六条 の 量律の 所在地の 許可｝ 

まi~ i ~ i λ第第七 十軍 の （ 

四 の＝い 又主は巨主 世業所“ 

現

第七＋六条 六条十のいてこ第一 でつあ 十条九 そ

行

の七の二 、の 法律のこ勘物専ら 第三 所在地 許可） の

第七第十六条の七 掃ヲ（車ーのため 項おに のの

一
項
、
第
七
十
六
条
町
九
、
第
じ
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
一
条
町
四

、
政
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
三
条
の
困
窮
三
項
（
第
八
十
三
条
の
玉
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
吉
む
．
）
を
除
く
．
｝
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令

」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
’
U
項
ま
で
の
担
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
｛
そ
の
所
在
地
が
保
蝿
所
を
設
置
す
る
市

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
世
項
、
第
レ
u
条

第
三
項
並
び
に
第
十
条
第

e

項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
摺
用
す
る
場
合
を
宮
む
．
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
車
局
医
薬
品
、
要
指
導

医
薬
品
且
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
ロ
、
第
二
十
五
条
第
二
号
．

第
二
十
六
書
簡
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
の
ニ
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
古
む
。
）
、
第
三
十
六
条
町
十
四
見
出
し
、
同
条
第

五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
－
一
第
三
項
中
二
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る

の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
ニ
第
一
項
中
「
医
療
を
畳
け
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
獣
医
揮
を
畳
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
二
位
用
医

薬
品
（
第
凶
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
』
主
以
下
同
じ
．

）
」
と
あ
る
の
は
「
匡
車
品
」
と
．
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と

き
、
又
は
申
請
に
揺
る
匡
車
品
が
、
そ
の
申
舗
に
悟
る
使
用
方
法
に
世
い
使
用
さ
れ

る
場
合
に
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
臨
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ

る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
＠
以
下
同
じ
。
｝
に
つ
い
て

一
項
、
第
じ
十
六
条
目
九
、
第
七
十
六
条
町
十
、
第
h
十
七
条
、
第
八
十
一
条
町
田

、
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
三
条
の
四
第
三
項
｛
第
八
十
三
条
の
亙
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
按
合
を
古
b
．
）
を
除
く
．
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令

」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
親
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
障
所
を
設
置
す
る
市

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
．
次
項
、
第
じ
条

第
三
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
お
い
て
撃
用
す
る
揖
合
を
古
む
a

）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
古
b
．
｝
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
‘
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
事
品
の
車
局
医
薬
品
、
要
指
導

医
聾
品
E
F
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
ロ
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、

第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
町
二
軍
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
六
条
町
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
町
十
の
見
出
し
、
同
条
第

宜
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
＝
一
項
中
「
一
般
用
医
車
品
」
と
あ
る

の
は
「
臣
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
畳
け
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
獣
医
療
を
畳
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
二
般
用
医

車
白
聞
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
．
以
下
同
じ
．

）
」
と
あ
る
の
は
『
匡
車
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
第
一
二
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ

る

ωは
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
龍
め
ら
れ
る
と

き
、
ヱ
は
申
請
に
保
る
匡
車
品
が
、
そ
の
申
謂
に
悟
る
使
用
方
法
に
世
い
使
用
さ
れ

る
場
合
に
、
当
諒
医
車
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
眠
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ

る
動
物
と
し
て
農
体
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

－ 
... 
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の
盟
留
性
（
匡
諜
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
匡
華
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
〔
そ
の
物
置

が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
．
）
が
動
物
に
鹿
留
す
る
位
置
を
い

う
・
以
下
同
じ
．
）
回
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
憤
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ

の
他
の
生
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
的
憧
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
檀
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」

と
、
同
条
第
じ
項
第
二
十
三
条
町
二
円
五
第
九
項
且
び
第
二
十
三
条
町
二
十
五
第

七
項
中
「
E
擁
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
麗
上
」
と
、
第
十
四
条
町
三
第
一
項
第
一

号
、
第
二
十
三
条
の
ニ
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
町
二
十
八
第
一
項
第

一
号
中
「
国
民
の
生
命
E
U健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
瞳
康
の
維
持

」
し
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
藁
局
開
設
者
が
当
世
薬
局
に
お

け
る
置
惜
及
び
器
具
を
も
っ
て
医
車
品
を
製
造
し
．
そ
の
医
薬
品
を
当
誤
薬
局
に
お

い
て
阪
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
臨
車
局
の
所
在
地
が
樺
憧
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
巨
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。

k

項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
e

｝
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
及
び
第
ニ
十
三
条
町
二
十
六
第
項
第
三
号
中
「
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と

又
は
申
舗
に
係
る
使
用
方
法
に
提
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動

物
の
肉
、
乳
そ
の
他
町
会
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
憧
康
を
損
な
う
も
の
が
生

産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
三
＋
五
条
第
一
号
中
「
要
指
噂
医
薬
品
（

第
四
条
第
王
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
軍
品
を
い
う
・
以
下
同
じ
．
）
又
は

一
般
用
医
車
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府

県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
埴
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
・
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
．
｝
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
匡
業

品
目
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
車
ロ
聞
い
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十

六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す

る
医
車
品
（
以
下
「
指
定
医
軍
品
」
と
い
う
．
〉
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
十
六
条
町
九
第
二
号
中
「
第
二
類
匡
車
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
匿
藁
品
以
外
の
医
車
品
」
と
、
同
条
第
号
中
「
第
一
類
医
車
品
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
町
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第

二
類
匡
藁
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
‘
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
瞳
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
匡
長
・
削
剣
割
」
樹
刷
訓
剣
ヨ
刊
刈
剣
叫
ヨ
塑
，

剖
刊
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見

出
し
中
「
処
方
聾
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
匡
藁
品
』
と
、
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
中
「
処
方
聾
の
空
付
」
と
あ
る
の
は
「
蛙
方
聾
の
吏
付
又
は
指
示
」
と
、

第
五
十
条
第
信
号
中
「
一
般
用
医
薫
ロ
聞
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
六
条
町
七
第
一
項
に

措
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
」
と
、
同
条
第

十
二
号
中
「
医
師
等
の
処
方
聾
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
担
方
聾
指
示
」
と

、
同
条
第
十
三
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
白
身

体
」
と
、
第
五
十
じ
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
藁
晶
、
第
二
額
医
車
品
ヱ
は
第

三
掴
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
悪
品
」
と
．
第
六

十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
｛
藁
局
店
輔
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
槽

器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
揖
器
｛
定
保
守
管
理
匡
癌
櫨
器
を
除
く
．
｝
の
距
売
業
若

し
く
は
貸
与
業
に
あ
っ
て
は
‘
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
官
業
所
の
所
在
地
が
保
障
所

の
揖
宙
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
車
品
の
成
分
で
あ
る
物
賀
市
そ
の
物
質

が
化
学
的
に
霊
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
揖
留
す
る
性
質
を
い

う
。
以
下
同
じ
・
）
申
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ

の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
憧
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
軍
品
と
し
て
世
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」

と
、
同
条
第
じ
項
、
第
二
十
三
条
の
こ
の
五
第
九
項
及
び
第
二
十
三
一
条
の
－
一
十
五
第

七
項
中
「
医
揖
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
揖
上
」
と
、
第
＋
四
条
の
三
第
一
項
第
一

号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第

一
号
中
「
国
民
自
生
命
及
び
憧
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
的
生
産
又
は
健
康
の
維
持

」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
藁
周
に
お

け
る
設
惜
及
び
器
具
を
も
っ
て
医
藁
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
藁
局
に
お

い
て
眠
売
し
、
又
は
控
与
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
世
聾
局
の
所
在
地
が
保
障
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次

項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
b
十
五
条

第
二
項
に
お
い
て
閉
じ
。
｝
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
及
び
第
二
十
三
条
町
二
十
六
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と

又
は
申
請
に
悟
る
檀
用
方
怯
に
従
い
佳
周
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
佐
用
に
悟
る
対
象
動

物
町
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
憧
康
を
損
な
う
も
の
が
生

産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
匡
葺
品
（

第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
組
定
す
る
要
指
導
医
軍
品
を
い
う
．
以
下
同
じ
．
）
又
は

一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府

県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
匡
壇
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長

E

次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
．
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬

品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
一
＋

六
条
の
八
第
一
項
中
二
位
用
匡
葺
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す

る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
．
）
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
十
六
晶
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
藁
品
及
び
第
三
類
匡
車
品
』
と
あ

る
の
は
叶
指
定
医
車
品
以
外
の
医
車
ロ
聞
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」

と
あ
る
の
は
「
措
置
医
車
晶
」
と
、
第
三
十
六
条
町
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第

二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
車
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
憧
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
町
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
文
は
巨
畏
・
矧
ヨ
刊
刈
斜
叫
ヨ
剣
↓
到
に
お
い
て
同
じ

。
｝
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
聾

医
車
ロ
聞
」
と
あ
る
円
は
「
要
指
示
医
藁
品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処

方
聾
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
聾
の
交
付
文
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
七
号

中
二
般
用
医
車
品
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
b
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご

と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
医
師

等
の
処
方
聾
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
聾
指
示
」
と
、
同
条
第
十
三
号

及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十

じ
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
匡
軍
晶
、
第
二
類
巨
藁
ロ
問
主
は
第
三
一
類
医
藁
品
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
的
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中

「
都
道
府
県
知
事
（
車
局
、
店
舗
販
売
業
主
は
高
度
管
理
医
療
樺
器
等
若
し
く
は
管

理
匡
療
揖
器
〔
特
定
保
守
管
理
医
療
樺
器
を
除
く
．
）
の
販
亮
業
若
し
く
は
賞
与
業

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
瞳
所
を
設
置
す
る
市

ーιn 
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を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
埴
に
あ
る
揚
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は

E
長．

第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二

条
の
園
、
第
七
十
二
条
の
玉
、
第
じ
十
三
条
、
第
七
十
王
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条

及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
閉
じ
P

｝
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と

、
同
条
第
四
項
及
び
第
七
十
条
第
＝
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
障
所
を
設
置
す

る
市
町
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第

じ
十
六
条
申
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
障
所
を
設
置
す
る
市
町
市
長
又

は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
っ
都
道
府
県
、

保
障
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
す
る
。

2 ． 
3 

（時）

又
は
特
別
区
の
匡
棋
に
あ
る
揖
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一

項
、
第
じ
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
＝
第
一
項
、
第
七
十
二
条
町
田
、
第
じ

十
二
条
の
王
、
第
七
十
三
条
、
第
じ
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
一

条
の
二
に
お
い
て
同
じ
．
｝
」
と
あ
る
町
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項

E
び
第
じ
十
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
、
保
障
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又

は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三

第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
睡
所
を
世
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区

長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
、
都
道
府
県
、
保
館
所
を
設
置

す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
す
る
。

2 

3 

｛略）

一= 
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O
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
六
十
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
」
に
、

「
地
方
厚
生
局
長
（
」
を

「
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
っ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
っ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
」
に
、

「
地
方
厚
生
局
長
）
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
」

に
改
め
る
。

第
九
条
の
一
一
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に

「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
」

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
地
方
厚
生
局
長
」
を
「
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
第

二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
地
方
厚
生
局

長
」
を
「
都
道
府
県
知
事
」
に
、

「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
属
す
る
年
の
」

の
下
に
「
翌
々
年
の
」
を
加
え

「
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
文
は
」
を
「
そ
の
い
ず
れ
か
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と

と
し
た
と
き
、

「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に

「
地
方
厚
生
局
長
」
を
「
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知又
事は

lこ に
改
め

同
条
第
七
項
中
「
地
方
厚
生
局
長
は
、
前
項
」
を
「
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
項
及
び
第
七

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
ニ
項
を
加
え
る
。

7 

麻
薬
小
売
業
者
閑
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間

譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
全
て

の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者

以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
と
共
同
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

8 

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
及
び
当
該
麻
薬

－ 
00 



小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

書
（
別
記
第
十
号
の
四
様
式
）
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10 

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
駿
損
し
、

又
は
亡
失
し

た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を
し
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

11 

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
受
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小

売
業
者
に
麻
薬
を
競
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
麻
薬
小
売
業
者
間
譲

渡
許
可
書
を
発
見
し
た
と
き
。

第
五
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
』
十
二
項
第
二
号
」
に
改
め

る
別
記
第
十
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

？ 



別記第 10号の2樺式（第九条町二関係）

別
記
第
十
号
の

府軍小売業者間暗躍許可申請書

他の申調者がその在庫量の不足のため麻車処方せんにより調剤することができない場合に眠り、当髄不足分を

補足するために酵異を韻り控したいので申輔します。

年月 日

様式を次のように改める。

所在地

麻薬業務所

名称

① 
住所（法人にあっては、

主たる事輯所の所在地）
申請者

氏名［法人にあっては、
印

名称）

所在地

韻人渡

車車業務所

名称

＠ 
住所［法人にあっては、

罪輯 主たる事器所の所在地）
申開者

氏名｛法人にあっては
印

名祢）

所在地

麻薬業輯所

名称

＠ 
住所｛法人にあっては、

主たる事務所の所在弛）
申請者

氏名（桂人にあっては、
印

名幹）

備考

『、。
Cコ

都道府県知事 殿

（注意］

1 用紙の大きさは、岡本工業担格A4とすること．

2 麻薬業器所柵及び申輯者欄にそのすべてを記載することができないときは、別紙に記載すること．



別記第10号の3構式｛第九条町二関係）

府軍小売業者間韻渡許可変更届

年 月 日 許可番号

Bリ

言第十号日

の

様式

所主地

麻薬業務所

置頁前

名称

室 住 法人にあっては、主た

免許
所 る事轄所の所在地

の 氏名 法人にあっては‘名酢

次

次
麻薬業輯所名称

の

様力式をえ日

重後
住所 法人にあっては、主た

る事務所の所在地

氏名 怯人にあっては、名称

費更・免許の失効の事由及びその年

る。 月日

上記のとおり、麻葉小売業者間韻置許可を畳けている麻薬業務所に聖更・免許の失抽を生巴
F。

たので届け出ます．

年 月 日

①府軍業務所名称

住所（桂止にあっては、主たる事器研の所在地）

氏名（語人にあっては．名称｝ 印

母麻車業務所名称

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（梧人にあっては、名称｝ 印

都道府県知事 世

（注意）

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること．

2 届出者捕に、麻葺小売業者間醸世許可を費けた者のすべてを記載することができないと

きは、別紙に記事配すること．



z•J記第 10 号の4樟式（第九条の二関係）

麻薬小売業者間醒控許可申輔者追加届

許可年月臼 年 月 日 許可番号

所在地

麻車業務所

名称

住所 桂人にあっては、主たる

事務所の所在地

氏名 法人にあっては、名称

上記のとおり、麻車小売業者間誼世帯可を畳けた麻薬小売業者に他の麻車小売業者を加える

必要があるので届け出ます．他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤す

ることができない場合に限り、当該不足分を補足するために廓車を韻り世します．

年 月 日

①麻薬業詰所名称

住所（法人にあっては、主たる事務所Q）所在地）

氏名（法人にあっては、名称） 印

②麻車業務所名称

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地｝

氏名（法人にあっては、名称｝ 印

電麻車業務所名称

住所（法人にあっては、主たる事輯所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称） 印

都遣し府県知事 殿

（注意）

1 用紙の大きさは、日本工業続格A4とすること．

2 届出者欄に、府環，，I、売業者間暗波許可を畳けた者のすべてを記載することができないと

きは、別紙に記載すること．

3 追加する小売業者については、追加する小売業者の欄を記入した上で、届出者欄につい

ても必要事項を記入すること．

附

員リ

（
施
行
期
日
）

第

条

」
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第

条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

り
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
許
可
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第

条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。

』こ

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

炉。
F。
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麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

。
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
〉

。
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）

改

正

案

（
譲
渡
し
の
許
可
申
輯
〉

第
九
条
法
創
刊
剛
剣
新
十
項
及
び
矧
百
羽
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
麻
薬

の
譲
震
し
の
許
可
を
畳
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を
刺
剰
樹
刈
剰
司
制
剤
耐
削
剥
剥
寸
劇

剰
剰
謝
剰
剖
刻
削
刷
剰
制
剤
剰
剖
同
制
寸
寸
同
制
対
劇
到
刷
副
剖
割
削
U
寸

劇
到
矧
制
対
闘
同
1
引
例
制
叫
刷
剰
刺
捌
剖
叫
制
叶
廿
凶
制
対
別
封
周
到
叫

、
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在

場
所
を
管
轄
す
る
制
対
刷
到
周
到
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

了、，
U

（略｝

九
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
）

第
九
条
の
二
二
以
上
の
揖
薬
小
売
業
者
は
、
止
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
限
り
、
前
呆
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

よ
り
共
同
し
て
、
法
｜
第
斗
判
剛
剣
創
刊
コ
樹
矧
寸
引
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の

譲
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

一
二
（
略
）

新
旧
対
照
晶
文

目
IX 

（抄｝
（抄）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

（
積
渡
し
の
許
可
申
請
｝

第
九
条
法
矧
ゴ
刊
剛
剣
刷
用
十
一
割
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第

十
号
樺
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
｛
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
譲

り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
在
管
轄
す
る
制
刻
刑
制
刷
副
「
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

一
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
所
在
地
）

二
免
許
荏
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
免
許
の
種
類

四
店
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

玉
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量
、
容
器
の
容
量
及
び
数

六
譲
渡
先

七
譲
渡
し
の
理
由

（
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
陶
a

諦
の
特
例
）

第
九
条
の
二
三
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
止
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
限
り
、
前
晶
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続

に
よ
り
共
同
し
て
、
法
割
引
副
頭

14明
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の
譲
渡

し
の
許
可
を
自
・
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業

『、3.... 

1 



2

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
｛
別
記
第
十
号
の
二
様
式
）
を
そ
の
麻

刻
刻
刻
捌
叫
捌
剖
刷
剖
割
削
利
引
制
組
刷
則
剣
剰
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

四｜三l二｜｛
自lj

（（（除
路略時）
）））  

3

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一

割
引
の
許
可
｛
以
下
こ
の
晶
に
お
い
て
「
麻
薬
小
売
業
者
間
競
技
許
可
」
と
い

う
．
）
を
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
麻
薬
小
売

業
者
間
践
渡
許
可
書
を
交
付
す
る
・

4

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
の
有
効
期
聞
は
、
許
可
の
日
か
ら
そ
の
日
の

属
す
る
年
の
到
刷
制
叫
士
一
月
三
十
一
日
又
は
剣
斗
朝
劉
4
引
の
期
聞
の
最

桂
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
と
す
る
。

5

（略）

6

麻
薬
小
売
業
者
間
韻
渡
許
可
を
畳
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
の
免
許
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
、
引
叫

州
制
れ
か
が
他
の
刷
剰
刷
売
業
者
間
劃
劃
劃
司
創
党
W－
刷
剰
小
売
劃
劃
に

刷
剰
剖
割
引
制
剖
剖
川
U
M
H
U剖
剖
剖
1
対
削
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は

矧
コ
引
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
届
書
（
別
記
第
十
号
の
三
様
式
）
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可

書
を
憶
え
て
剖
叫
刺
剰
謝
樹
開
削
捌
剖
刷
剖
制
制
利
引
制
謝
刷
別
刷
剰
に
共

同
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
則
剰
川
到
謝
割
削
剖
凶
制
司
創
到
刑
制
劇
剰
刷
剰
剰
樹
叫
1
創
剛
判
明
制

刻
矧
間
州
叫
判
引
」
謝
刷
剰
刷
剰
謝
割
問
剣
劇
制
可
制
到
刷
剖
劇
剰
川
川

到
謝
割
凶
州
叫
刷
剰
刷
到
謝
割
剖
柄
引
制
剖
劃
州
制
引
剖
剖
吋
J
当
』
割

引
叫
矧
例
刻
到
廿
d
剥
倒
剖
淵
剖
判
捌
剣
叫
倒
引
可
制
調
則
創
剃
引
制
掛
川

利
引
剖
剰
刺
剰
川
到
剰
剖
剛
倒
捌
制
剤
剖
到
刑
制
刷
剰
利
剣
淵
剥
凶
州
刷
出
刷

剰
川
剰
剰
割
剖
剣
同
U
引
刷
刷
出
剖
ゴ
計
料
相
剖
制
叫
l

制
制
調
叫
矧
矧
叫
判
別
刷
刑
制
引
樹
創
叫
判
川
寸
1
刺
剰
刷
剰
剰
割
削
制
捌

制
可
制
到
削
剖
刺
剤
川
剰
剰
割
刻
叫
剖
劇
刷
剰
刷
剥
剰
剥
附
制
剖
剖
可
剖
到

例
制
劇
剰
川
剰
期
制
凶
州
叫
刺
剰
制
剤
剰
割
吋
，
剖
勾
調
創
剖
叫
捌
例
到
割
引

刻
刻
剖
制
U
剖
屈
割
1
4
刺
制
矧
刊
朝
叫
凹
樹
剥
叶
凶
刷
剰
刷
刻
刻
剖
剛
樹
割

削
司
劃
刻
刻
刻
廿
引
叫
劇
剰
刻
刻
剖
刷
刑
制
捌
剖
割
樹
村
引
制
謝
刺
刑
制
割

叫
謝
剛
U
叫
樹
削
U
制
例
制
削
制
引
制
刈
h

叫
制
組
刷
則
矧
割
吋
ー
剣
対
明
利
叫
矧
剖
測
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
麻

薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
書
き
替
え
て
当
該
麻
薬
小
売
業
者
に
交
付
す

る．
川
制
調
川
到
期
制
剛
制
湖
剖
可
制
叫
刻
倒
針
到
叶
剖
割
削
叶
剖
劇
劇
剰
刷
剖
同

調
割
削
剖
剖
制
司
割
割
捌
U
1苅
田

剣

u到
剖
吋
制
遡
刷
則
割

凶
刑
制
剖
U
引
叶
制
調
川
到
謝
剖
附
割
湖
制
剤
割
削
剖
刻
州
剖
到
例
制
叶
叫
剖

州
叫
剖
引
1
1

川
制
剰
川
銅
剣
剖
同
制
捌
制
剤
割
叫
剣
矧
剖
到
例
制
割
削
1
別
叫
制
剖
叫
刊

明
利
州
凶
制
剖
利
引
斗
叶
剖
刻
吋
剖
場
制
吋
1

剖
矧
刷
剰
制
剤
謝
剥
制
剤
謝

矧
司
副
剖
剖
剖
刷
則
矧
割
同
組
制
U
剖
川
村
閣
制
引
制
川
叫

者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
た
め
に
麻
薬
を
譲

り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

二
い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在

地
が
同
一
の
都
道
府
県
白
区
域
内
に
あ
る
こ
と

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
廟
・
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
の
二
様
式
｝
を
地
方
厚

剖
刷
到
に
共
同
し
て
提
出
し
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
申
輔
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
所
在
地
｝

ゴ
剣
制
剤
耐
割
引
別
別
剣
制
剤
別
刷

三
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
期
聞
を
限
定
し
て
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間

到
い
ず
れ
の
申
請
者
も
、
他
の
申
請
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻

薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
不

足
分
を
補
足
す
る
た
め
に
麻
薬
を
積
り
渡
す
旨

8

制
対
周
到
刷
到
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
法
剣
ゴ
刊
剛
剣
矧
叶
↓
羽
田
許

可
｛
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
」
と
い
う
。
〉

を
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
麻
薬
小
売
業
者
間

譲
渡
許
可
書
を
交
付
す
る
．

4

麻
薬
小
売
業
者
間
模
渡
許
可
の
有
効
期
聞
は
、
許
可
の
日
か
ら
そ
の
日
の

属
す
る
年
目
十
三
月
三
十
一
日
又
は
矧
斗
瑚
剣
剛
引
の
期
聞
の
最
聾
の
日
の

い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
と
す
る
。

5

麻
薬
小
売
業
者
間
槙
渡
許
可
は
、
そ
の
有
効
期
聞
が
満
了
し
た
と
き
は
、

そ
の
効
カ
を
失
う
。

6

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
叩
免
許
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
、
刻
削

第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
（
別
記
第
十
号
の
三
様
式
）
に

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
刷
刻
劇
到
刷
到
に
共
同
し
て
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
刺
剖
吋
l

，A
剖
割
l

行
制
対
劃
劃
局
長
凶
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
麻
薬
小
売
業
者
間

譲
渡
許
可
書
を
書
き
替
え
て
当
該
麻
薬
小
売
業
者
に
交
付
す
る
．

（新設）
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↓
創
て
の
劇
薬
小
売
動
劃
聞
出
閉
劃
相
可
を
受
け
た
劇
薬
小
売
劃
担
告
が
他
の

刷
刻
刷
剤
剰
割
問
剤
樹
制
司
剖
到
州
剖
刷
剰
刷
剰
謝
割
削
刷
剰
剖
剰
引
制

剖
制
川
叶
叫
剖
剖
U
剖
剖
剖
1

ゴ
到
叫
叫
刷
剰
川
剣
剥
剖
附
例
制
判
明
剖
到
削
剖
劇
剰
刷
剣
謝
割
削
剣
矧

利
刻
刻
剖
剣
叶
剖
剖
剖
叫
l

ヨ
酬
明
叫
矧
矧
同
利
引
刺
繍
川
剣
淵
剥
制
劇
創
刊
司
劃
例
矧
剤
州
剖
到
削

剖
創
凶
利
川
寸
凶
剣
U
剖
刺
剰
川
孤
剣
剥
剛
剰
湖
剖
司
劃
剖
矧
則
U
剖川口

剖叫
l

（
権
限
の
委
任
）

第
五
＋
五
条
法
第
六
十
二
条
町
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
大
臣
出
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
｛
第
四
十
四

号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
十
二
号
又
は
第
四

十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
｝
を
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

7
・

5

十
（
略
｝

十
一
法
割
引
十
四
条
第
七
項
劃
制
第
十
二
項
筑
ニ
引
に
規
定
す
る
権
限
（

麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
共
ひ
麻
薬
製
剤
業
者

に
係
る
も
の
を
除
く
。
〉

十
二
5
四
十
四
（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
五
条
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚

生
労
働
大
置
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
大
臣
が
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
｛
第
四
十
四

号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
十
二
号
又
は
第
四

十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
っ
た
場
合
に
限
る
．
｝
を
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
．

一
法
第
一
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬

元
卸
売
業
者
に
係
争
も
の
に
限
る
。
）

二
法
第
四
条
第
二
世
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及

び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
苧
も
の
に
限
る
。
）

三
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
法
第
五
十
全
の
四
及
び
第
五
千
晶
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
｝
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
法
第
八
条
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
巴
宇
佐
官
む
。
〉
に
規
定
す
る
権
限
｛
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬

元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
〉

玉
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
五
十
条
町
四
及
び
第
五
十
条
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
吉
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
．
）

六
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
五
十
条
の
固
な
凪
ひ
第
五
十
乗
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
争
も
の
に
限
る
。
）

七
法
第
十
二
晶
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

八
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

九
法
第
十
じ
条
に
規
定
す
る
権
限

十
法
第
二
十
－
条
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る
固
）

十
一
法
割
引
回
剣
剣
当
副
に
規
定
す
る
権
限
（
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻

茶
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

十
二
法
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
．
｝

十
三
法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
に
係
る
も

の
に
限
る
．
）

十
五
法
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
権
限

十
六
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七
怯
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
八
法
第
王
十
条
の
王
に
規
定
す
る
権
限

十
九
法
第
五
十
条
の
九
第
一
項
且
ぴ
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

五
条
に
規
定
す
る
権
限

三
十
一
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
王
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
王
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限

"" "' 
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2 

略
） 

二
十
二
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
権
限

二
十
三
法
第
五
十
条
の
十
に
規
定
す
る
権
限

二
十
四
法
第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
玉
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
条

の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
か

ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

二
十
六
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
条

の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す

る
権
限

二
十
じ
法
第
五
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に

規
定
す
る
権
限

二
十
八
法
第
五
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
九
法
第
五
十
条
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

三
十
法
第
五
十
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
権
限

三
十
一
法
第
五
十
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
権
限

三
十
二
法
第
王
十
条
町
二
十
七
に
規
定
す
る
権
限

三
十
三
法
第
五
十
品
の
二
十
八
に
規
定
す
る
権
限

三
十
四
法
第
五
十
条
町
二
十
九
に
規
定
す
る
権
限

三
十
五
法
第
王
十
条
の
三
十
に
規
定
す
る
権
限

三
十
六
法
第
五
十
条
町
三
十
一
に
規
定
す
る
権
限

三
十
七
法
第
五
十
条
町
三
十
二
に
規
定
す
る
権
限

三
十
八
法
第
王
十
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
権
限

三
十
九
法
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
｛

麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者

に
係
る
も
の
を
除
く
．
）

四
十
法
第
五
十
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
権
限

四
十
一
法
第
五
十
条
の
四
十
に
規
定
す
る
権
限

四
十
二
法
第
五
十
条
の
四
十
一
に
規
定
す
る
権
限

四
十
三
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
（
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出

業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
．
｝

四
十
四
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

2
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限

は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
．

"" ・吋
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政
令
第
六
す
六
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第

二
十
三
条
の
七
及
び
第
二
十
三
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
「
（
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

-1 

第
三
十
三
条
の
ニ
を
削
る
。

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

の
区
域
に

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
輸
入
業
者
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
」

の
下
に
「
そ
の
」
を
加
え
、

「
特
定

毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
主
た
る
研
究

所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
六
条

の
二
第
一
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
製
造
所
」
を
「
そ
の
製
造
所
」
に
、

「
店
舗
」
を
「
そ
の
店
舗
」
に

「
特
定
毒
物

研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
製
造
所
」
を
「
そ
の
製
造
所
」
に
、

「
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
」
を
「
そ
の
主

た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
四
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
変
更
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に

-2 

改
め
る
。特

定
毒
物
研
究
者
は
、
都
道
府
県
文
は
指
定
都
市
の
区
域
を
異
に
し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き

は
、
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
日
に
お
い
て
、

そ
の
変
更
後
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
（
そ
の
変
更
後
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
新
管
轄
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す

，、a
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第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
を
「
新
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
」
に
、

「
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可

を
受
け
た
」
を
「
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
域
を
具
に
し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
」
に
、

「
許
可

を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
」
を
「
変
更
前
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
変
更
前
の
主
た
る
研
究
所
の

所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
管
轄
都
道
府
県
知
事
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
届
出
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

同
項
の
」
を

「
規
定
に
よ
る
」
に
、

「
都
道
府
県
知
事
は
」
を
「
旧
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
」
に
、

「
の
う
ち
当
該
」
を
「
の
う
ち
同
項
の

「
の
写
し
を
当
該
通
知
し
た
都
道
府
県
知
事
」
を
「
を
新
管
轄
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
」
を
「
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
主
た
る
研
究

所
の
所
在
地
が
他
の
都
道
府
県
文
は
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
」
に

「
許
可
の
取
消
し
を
適
当
」
を
「
適
当
な
措
置
を
と
る

と
が
必
要
で
あ
る
」
に
、

「
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
九
中
「
第
三
十
六
条
の
八
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、

「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

）
」
を
削
る
。

附

員U

（
施
行
期
日
）

第

条

」
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第

条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
第
三
項
に
お
い
て
「
旧

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
毒
物
研
究
者
（
毒
物
及
び
劇
物
取
締

法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
毒
物
研
究
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
同
法
第
三
条
の
二
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第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て

さ
れ
て
い
る
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）

の
書
換
え
交
付
文
は
再
交
付

の
申
請
（
当
該
都
道
府
県
知
事
と
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
と
が
具
な
る
場
合
又
は
そ
の
主
た
る
研

究
所
の
所
在
地
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

後
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
第
三
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第

p。
ι。



三
項
の
規
定
に
．
よ
り
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
許
可
証
の
書

換
え
交
付
又
は
再
交
付
の
申
請
と
み
な
す
。

2 

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
特
定
毒
物
研
究
者
が
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
か
ら
交
付
さ
れ
、

文
は

書
換
え
交
付
若
し
く
は
再
交
付
を
受
け
た
許
可
証
（
当
該
都
道
府
県
知
事
と
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
と
が
異
な
る
場
合
又
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
か
ら
交
付
さ
れ
、

又
は
書
換
え
交
付
若
し
く
は
再
交
付

3 

旧
令
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
第
三
十
六
条
の
ご
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
毒
物
研
究
者
が
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可

-5 -

を
受
け
た
許
可
証
と
み
な
す
。

を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
許
可
証
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
そ
の
返
納
が
さ
れ
て

い
な
い
も
の

（
当
該
都
道
府
県
知
事
と
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
と
が
異
な
る
場
合
又
は
そ
の
主
た

る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
第
一
二
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
文
は
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
許
可
証
に
つ
い
て
そ
の
返
納
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

"" Cコ
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つ
て
は
引
叫
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
、
保
健
所

を
段
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
文
は
匡
長
．

次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
に

、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
剖
叫
到
剖
引
制
剣
珂
叫
刑
制
刷
刑
制
組
側
別
制
割

」
剖
副
封
剖
剖
捌
到
珂
問
捌
剖
刷
胡
叶
剖
創
割
判
叫
凶
樹
叫
刺
剖
樹
創
叫
利
川
叫
叫

可
制
潤
剖
制
叫
副
司

a
－
制
剣
剣
斗
明
刻
叫
剣
ヨ
司
割
司
4
川
剣
ヨ
割
弱
剖
叫
同

割
引
対
斜
岱
川
叫
判
叶
寸
剛
叫
斗
，
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

3 

｛略〉

（
畳
揖
嘉
文
は
許
可
証
の
再
提
付
〉

第
三
十
六
条
（
絡
）

2

前
項
の
申
開
は
、
厚
生
労
曲
者
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
．
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
っ
て
は
剖
叫
剥
樹
剖
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
量
出

し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
剖
叫
劃
剖
引
制
矧
珂
明
剖
剖
制
叫
都
道
府

県
知
事
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
．
畳
晶
画
用
若
し

く
は
許
可
証
を
破
り
、
ヱ
は
持
し
た
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
‘

申
調
書
に
そ
の
畳
揖
栗
又
は
許
可
証
を
樟
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

3

毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
畳
韓
栗
又
は
許
可
証
の
再
交
付
を

呈
け
た
桂
、
失
っ
た
畳
輯
耳
又
は
許
可
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
っ
て
は
剖
叫
剥
剖
剖
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
引
叫
劇
鮒
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
に
．
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
剖
叫
剖
剖
剖
捌
剣
捌
叫
阿
剖
制
叫
都
道
府

4 
県
知
事
に
、
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

（
畳
骨
栗
又
は
許
可
証
の
返
納
）

第
三
十
六
条
の
ニ
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
法
第
十
九
条
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
目
規
定
に
よ
り
畳
睡
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
取

り
摘
さ
れ
、
若
し
く
は
業
務
の
停
止
の
処
分
を
呈
け
、
又
は
営
業
若
し
く
は
研
究
を

鹿
止
し
た
と
き
は
、
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
所
主
は
営
業

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
っ

て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
引

叫
劃
剖
引
捌
矧
刑
制
捌
剖
制
叫
都
道
府
県
知
事
に
‘
そ
の
壁
揖
栗
又
は
許
可
証
を
速

や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
1
捌
矧
矧
制
叫
到
、
保
憧
所
を
世
置
す
る
市
町

市
長
又
は
特
別
区
田
区
長
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
停
止
の

担
分
を
畳
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
業
藷
停
止
の
期
間
欄
了
の
桂
、
畳
睡
栗
又
は
許
可

証
を
空
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（略）

3 

（
畳
韻
簿
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
）

第
三
十
六
条
町
三
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
耐
の
長
、
保
憧
所
を

設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
町
区
長
は
、
畳
晶
簿
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿

を
惜
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
よ
よ
り
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
〈
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
、
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
匡
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は

E
長
1

次
条
第
二

項
且
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
六
条
町
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
．
〉
に
、
特
定
毒

物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
制
剤
剖
制
副
刻
剥
叫
制
可
剖
剖
刻
刻
制
湖
刷
刑
制
剰
に
対
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

2 -

3 

（略）

（
畳
品
開
票
又
は
許
可
証
の
再
交
付
）

第
三
十
六
条
（
時
）

2
前
項
目
申
聞
は
、
厚
生
労
骨
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
っ
て
は
劉
組
制
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て

車
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
刷
鮒
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
瑚
矧
割
制
捌
矧
剖
叫
制
可
制
射
材
対
都
道
府
県
知
事

に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
畳
品
開
票
若
し
く
は
許

可
証
を
破
り
、
又
は
持
し
た
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
申
請
書

に
そ
の
畳
時
栗
又
は
許
可
証
を
需
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

3

毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
畳
品
開
票
又
は
許
可
証
町
署
究
付
を

畳
け
た
接
、
失
っ
た
畳
揖
栗
又
は
許
可
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
っ
て
は
鮒
剖
剖
又
は
営
業
所
目
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
、
服
売
業
者
に
あ
っ
て
は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
制
創
剖
剰
刺
刻
剖
叫
制
可
制
剖
刻
剖
都
道
府
県
知
事

に
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

4

〔陪）

（
畳
揖
栗
又
は
許
可
証
の
返
納
）

第
三
十
六
条
町
二
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
陸
軍
十
九
条
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
釜
揖
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
取

り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
業
務
の
停
止
の
処
分
を
畳
け
、
又
は
営
業
若
し
く
は
軒
究
を

廃
止
し
た
と
き
は
‘
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
あ
っ
て
は
製
造
所
又
は
営
業
所
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は

そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
っ
て
は
制
創
割

剰
刺
剣
割
叫
制
司
剖
射
刻
対
都
道
府
県
知
事
に
‘
そ
の
畳
最
栗
又
は
許
可
笹
を
速
や

か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

2

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保
障
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区

の
区
長
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
目
親
定
に
よ
り
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
者

に
つ
い
て
は
、
業
務
停
止
の
期
間
構
T
の
桂
、
畳
揖
票
又
は
許
可
証
を
吏
討
す
る
も

の
と
す
る
。

-3・

3 

｛略）

（
畳
韻
簿
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
｝

第
三
十
六
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保
障
所
を
設
置
す
る
市
町
市

長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
登
揖
鯵
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
を
備
え
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
‘
必
要
な
事
項
令
記
歳
す
る
も
の
と
す
る
・

ι心
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2 

（略〉

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
劃
た
る
研
究
所
の
剖
創
出
の
艶
E
｝

創
ヨ
当
川
剣
叫
副
制
組
制
側
関
矧
割
削
q
制
組
刷
則
刻
削
指
定
調
嗣
刷
困
凶
離
を
異
に

u司
叫
割
引
制
矧
剖
叫
捌
割
削
剖
刻
珂
U
剖
剖
剖
司
副
割
引
制
矧
剖
刷

制
調
剖
刻
到
U
剖
則
叫
利
引

4叫
刻
到
倒
皇
制
剖
明
罰
則
自
制
叫
制

罰

則

剥

司

司

刻

到

倒

割

割

期

間

刑

制

調

A矧
制

制

割

問

削
引
捌
創
叫
利
川
引
削
サ
剖
創
刺
制
叫
到
叶
凶
甘
斗
叫
剣
叫
判
川
寸
斗
刺
割
削
剖
剖

刷
則
朝
司
け
司
叶
吋
剖
割
智
詞
叫
叶
到
再
叫
制
司
剖
割
削
叫
到

み
な
す
．

2 

軒
菅
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
＋
条
第
二
項
目
届
出
が
都
道
府
県
又
は
指
定
都

市
｜
叫
図
刷
剖
到
吋
U
廿
剖
叫
封
剖
引
制
剣
剖
叫
捌
剖
刷
剖
刻
到
U
剖
特
定
毒
物
研
究

者
か
ら
あ
っ
た
と
き
は
、
当
世
特
定
毒
物
研
究
者
四
割
到
削
叫
封
剖
引
制
剣
淵
叫
剖

割
削
刑
制
剖
刷
則
制
判
ベ
引
叫
刻
到
制
割
剖
剖
捌
罰
則
刑
制
刷
叶
頭
割

叫
国
割
引
樹
創
同
制
引
削

4創
制
制
叫
到
品
列
羽
川
寸
ゴ
劉
倒
制

剤
刷
別
刷
割
叶
叶
け
司
叶
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

前
項
目
剥
矧
叫
利
引
通
知
を
畳
け
た
刷
制
剛
制
謝
刷
則
制
剖
凶
、
特
定
毒
物
軒
究

者
名
簿
引
円
割
剛
羽
叫
特
定
毒
物
研
究
者
に
関
す
る
部
分
割
刻
制
制
矧
剖
刷
尉
制
剰

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

（
行
政
処
分
に
関
す
る
通
知
）

第
三
十
六
条
町
六
都
道
府
県
知
事
又
は
出
相
剖
嗣
町
長
由
主
た
る
研
究
胡
の
例
制

削な叫適｜醐
陣い主！剖が
）．たl剖他

期罰童
所｜剖府

割引費
制剖は｜
捌削指｜
叫必｜定｜

書割都｜i市｜
府剖の｜
操るl区
知 と 域
事認に
にめあ
そ る る
の と 特
旨き定
をは毒
遇、物
知理研
し由究
なを者
け 付 に
れしつ
ばてい
な‘て
らそl

（
事
務
の
区
分
）

第
三
十
六
条
町
九
第
三
十
五
条
第
二
項
（
経
腐
に
揺
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十

ム
ハ
条
第
二
項
及
び
第
三
項
｛
経
由
に
保
る
部
分
に
限
る
．
｝
、
第
三
十
六
条
の
二
第

一
項
（
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
‘
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
（
第
四
号
に
悟

る
部
分
に
限
る
．
｝
並
び
に
制
剣
剣
コ
羽
及
び
第
三
項
（
経
由
に
係
る
師
分
に
限
る

．
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自

拍
陸
軍
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
桂
定
畳
託
事
務
と
す
る
．

2 

（時｝

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
刷
出
〉

劉
ヨ
刊
対
剣
叫
困
剖
剣
刊
剖
劇
コ
明
の
届
出
は
、
l
相
樹
劃
駒
劃
究
器
削
劃
が
ー
羽
酬
究

捌
叫
阿
剖
制
叫
制
遡
刷
刑
制
割
叫
矧
U
伺
引
叫

2
都
道
府
用
制
相
刷
、
法
第
十
条
第
二
項
の
届
出
が
倒
剛
劃
劃
刷
風
刺
軒
叫
耕
可
を

到
例
制
特
定
毒
物
研
究
者
か
ら
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
判
明
剖

剖
刻
剖
制
湖
刷
刑
制
割
に
そ
の
冒
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

3

前
項
の
届
出
が
耳
宝
剣
酬
制
令
で
定
め
る
豊
明
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
凶
、
同

明
叫
適
却
を
畳
け
た
制
組
刷
則
制
剖
叫
、
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
叫
引
叫
剖
捌
特
定

毒
物
研
究
者
に
関
す
る
部
分
叫
割
U
剖
剖
制
剖
矧
U
剖
制
組
刷
則
釧
割
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（
行
政
処
分
に
閲
す
る
通
知
｝

第
三
十
六
条
町
六
都
道
府
県
知
事
凶

1
倒
の
都
道
府
県
知
事
叫
劃
可
を
畳
げ
た
特
定

毒
物
研
究
者
に
つ
い
て
、
許
可
の
耽
消
し
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し

て
、
剖
捌
制
組
制
剰
刺
矧
剖
叫
制
可
剖
剖
刻
剖
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

21 

制
道
府
県
知
事
刷
、
他
の
都
道
府
側
副
罰
則
斜
可
を
畳
け
た
相
劇
毒
劇
緋
開
制
に

つ
叶
引
剰
謝
叫
倒
出
削
剣
剖
U
剖
剖
剖
削
1
剖
例
制
創
制
制
捌
剣
剖
叫
制
司
剖
剖
刻

刻
樹
剖
刷
刑
制
割
吋
剖
叫
矧
剣
叫
倒
別
刷
劃
叫
同
制
剣
叫
割
削
剥
叫
州
制
剖
剖
刷

u剖
例
制
凶
剖
引
創
刊
叫

（
事
曹
の
区
分
）

第
三
十
六
条
町
九
第
三
十
五
条
第
二
項
（
経
由
に
部
る
部
分
に
限
る
．
｝
、
第
三
十

六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
経
由
に
揺
る
部
分
に
限
る
。
｝
．
第
三
十
六
条
町
二
第

一
項
（
経
街
に
揺
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
条
の
じ
第
一
項
（
第
四
号
に
悟

る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
十
六
条
町
八
第
二
項
及
び
第
三
項
（
経
由
に
係
る

部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
事

は
地
方
自
拍
法
」
岡
制
ゴ
刊
コ
制
制
倒
矧
対
叶
叫
剖
寸
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に

担
宣
す
る
第
一
号
陸
定
畳
託
事
務
と
す
る
．

cρ .... 
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O
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
号
）

及
び
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
六
十
六
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
五
第
四
号
中
「
第
三
十
六
条
の
五
」
を
「
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、

「
（
以
下
「
登
録
等
権
限
者
の

変
更
」
と
い
う
。
）

を
削
る
。

第
四
条
の
六
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
」
を
「
都
道
府
県
知
事
（
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
一
一
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と

い
・
フ
。
〉

の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
四
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
十
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一』

ノ、

令
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
の

権
限
を
有
す
る
者
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

「
勢
臨
海
調
時
ロ
制

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中
「
輸
出
海
溝
営
側
」
を
に
改
め
る
。

結
H
同
勢
吋
司

δ
湘」

「
器
材
調
除

議

臨

海

溝

別
記
第
十
一
号
様
式
の

ω、
別
記
第
十
一
号
様
式
の

ω、
別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
中

官
刑
務
当
期
醐

帯

哩

岡

「蔭
u
q
h判

除

訓

湘

通

知

議
中
国
語
満
山
吉
川
明

塗

4冊

w 
C> 



を

部
尚
叫
咽
『
司

δ
糊

に
改
め
る
。

ユ
叫
吋
可
時
剛

古
畑
蒋
当
期
陣
吋
司
吋
司
hm

関

期

本

浬

~ 

関

関

別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

圃E軍 15号線式（第 14条関日系｝

表

85凹l、 ， 

I •I、

第 号

毒物劇物監視員

身分証明 書

所属庁

氏名 写 53 

埠 月 日生 皿

年 月 日発行

真

厚生労働省（地方厚生局、都道府県、

指定都市、保健所設置市又は特別区） ＠ 

裏

書毒物及説明物取舗法｛昭和＇＂年法律第＇＂＇号｝放すい
（立入検釜等｝

第 11条厚生労働大匡は．保償費時生上必要があると..めるときは、毒物又は劇物の民進集者又は繍入業者から必要な報告を徴し‘
又は薬事監復員のうちからあらかじめ指定する者に これらの者の2曜ま所営業所その他業務上竃物若し〈は劇物を取り扱う

場所に立ち入り、帳稼その胞の物件を検査させ、関係滑に質問させ、試験のため必量産な畳小限度の分量に限弘事態物．劇物．

第 u条第2療に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる．

' 都道府県知事i久保健抗生上必要があると徳めるときは．毒物又は劇物の原廃業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴

し、又は策事監視貝のうちからあらかじめ指定する者に これらの者の店舗研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱
5・所に立ち入り．帳侮その他の物件を験室させ、関係者に質問させ杭験のため必要な最小限度の分量こ限り 毒物刷物

第 u条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる．

3 前2項の会＂＇主により指定された者は、毒物劇物監視貝と砕する．
4 毒物劇物聡復員はその身分を示す経累を機帯し関係者の筒求があるときはこれを提示しなければならない．

5 第1夜及び第2項の規定は、組算後査のために器められたものと解してはならない．
｛緊急時こおける厚生街働大臣の事務執行〉

第 23条の4 第＂条第 2項の規定により都道府県知事の権現に属するものとされている事務は緊急の必要があると厚生労働
大臣が罷める場合にあっては厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする．この舗合においては この法律の規定中毎
道府県知事に閲する規定｛当院事務に係るものに限る．〉は厚生労働大医に関する規定として厚生労働大置に適凋があるもの

とする．

' （略｝
者援物及び劇物取締法諸行令〈昭狗＂牢政令第＇＂＇号｝抜すい
｛都道府県が処理する事務｝

第お条の7詮に視定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうら次に掲げるものは、製造所又は営業所の所在抱の都道府県

知事が行うこととナる．ただし厚生労働大豆が第4号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない．
一～三｛時｝

四製産業者及＂繍入実者【製剤製造集者等を除〈．｝に係る法第＂条第 1項に続定する権限に属する事務

Z～4 （略｝

包S
R吋



「
益
社
梱
除
淘
糊

「
益
社
調
除
淘
糊

勢
脳
連
清
吉
川
明

輸
出
海
溝
時
目
制

別
記
第
十
七
号
様
式
中

を

話
国
川
毅
司

δ
糊

に
改
め
る
。

官
刑
務
当
叫
坤
醐
卦
吋
可
期

官
相
骨
脚
副
司
剛
神
醐
卦
卦
湖

事
国
一
」

同

肉

湘

司書

哩

岡

岡

)jm 

附

貝り

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第

条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

旧
様
式
」
と
い
う
。
）

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

巳必
C畑
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毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
的
一
部
を
改
正
す
る
省
令

。
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
｛
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
〉

。
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
｛
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

正

改

桂

（
畳
揖
簿
の
記
載
事
項
）

第
四
条
の
玉
登
録
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
の

ほ
か
、
止
の
と
お
り
と
す
る
．

一
5
三
（
略
｝

四
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
矧
ヨ
刊
利
剣
刷
川
矧
↓
羽
の
規
定
に
よ
る
畳

録
簿
の
送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
畳
韻
等
の
権
限
を
有
す
る

者
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条
の
六
（
略
）

2
前
項
目
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ

て
い
る
樹
組
刷
刑
制
判
ベ
制
創
出
閣
制
捌
矧
剖
刷
封
叫
引
捌
剣
淵
叫
刑
制
制
州

．
地
方
自
治
法
｛
昭
和
二
十
二
年
法
樟
第
六
十
七
号
）
第
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叫
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叫
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又
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道
府
県
知
事
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し
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方
厚
生
局
長
に
提
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れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
申
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書
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の
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が
付
記
さ
れ
た

と
き
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り
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な
い
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叶
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。
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